
事業承継を
したい！

店舗の改修
をしたい！

新商品開発
をしたい！

販路開拓を
したい！ ホームページを

リニューアル
したい！

看板を新しく
したい！

店舗や看板の改修・改装をして新しくしたい！
自社経営を見直し、持続的な経営の改善をしたいけどどうすればいいの？
販路開拓や新商品の開発をしたい・・・などなど
韮崎市では自社経営を見直し、持続的な経営に向けた販路開拓や
生産性の向上の取組を行う市内小規模事業者に対し、補助金を交付します！

店舗等改修補助金 経営の維持・改善、機能強化・向上や事業拡大のために必要な店舗等
の改修・改装に要する経費を対象とした補助金

補助金対象経費 補助率 上限額

店舗等の改修又は改装に係る工事費、看板設置
等の外注工事費

１/2以内
50万円

※事業承継事業者は100万円

事業承継事業者
３親等以内の親族以外の個人事業主又は法人等の代表者から事業の引継ぎを受けた事業者
※補助金の申請の日前１年以内年度末までに、当該事業の引継ぎを完了している事業者

新商品開発事業補助金 自社の製品、技術、サービス等の販路拡大を目的とした新商
品の開発、パッケージの改良等の取組を対象とした補助金

補助金対象経費 補助率 上限額

開発費、広報費、ウェブサイト関連費、専門家派遣料 １/2以内
40万円

※ふるさと納税返礼品
提供事業者は50万円

開発費 新商品の試作品開発等に伴う材料費、消耗品費、委託費等

広報費 新事業等を広告するためのチラシ作成、配布、ホームページ作成費及び雑誌掲載費に係る経費

ウェブサイト関連費 ウェブサイト、ＥＣサイト等の開発、構築、更新、改修、運用等に係る経費（使用料を除く。）

専門家派遣料 販路の開拓をする上でのコンサルティング料

ふるさと納税返礼品提供事業者
本市のふるさと納税の返礼品提供事業者として承認された事業者



補助金の流れ 事業に着手する前に申請書の提出が必要です。

問合せ先
韮崎市役所2階 商工観光課 商工観光担当☎0551-22-1111（214・216）

申請者

交付申請

補助金交付申請書の提
出

※改修等に着手する前に
必ず提出してください。

申請者

事前相談

随時受け付けております
が、事前に電話で連絡
をお願いします。

韮崎市

交付決定

交付決定通知書の送付
申請から30日程度お時
間いただきます。

韮崎市

補助金交付

請求から速やかに補
助金の振込をいたし

ます。

申請者

事業実施・報告

実績報告書の提出
実績報告書の提出

事業完了後速やかに提出
してください。

韮崎市

補助額確定
補助金額確定通知書の

送付
適合と認められた場合
2週間程度で送付いた

します。

申請者

交付請求
交付請求書の提出

改修・改装の場合は
現地確認に伺います！

１. ３.

４. ５. ６.

７. ８.

☑韮崎市商工会の経営指導を受けて作成した３年間の収支計画書
☑個人：履歴書、法人：定款及び登記事項証明書
☑事業所の位置図及びその周辺の写真
☑市町村税等に係る納付を証する書類（納税証明書）
☑補助対象経費に係る見積書の写し

申請時の提出書類

韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金 検索🔍

商工会

事業計画書の
作成

商工会で事業計画書を
作成

30日程度時間を要するため
早めに準備をお願いします。

２.

※その他事業内容によって
必要な書類が異なるので
詳細については担当部署へ
問合せください★


